
 

 

千葉市地域型保育事業所延長保育事業等補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、児童福祉の増進を図るため、社会福祉法人等の設置経営する地域型保育事業所（以下「事

業所」という。）が実施する保育標準時間を超えた保育需要への対応（以下「延長保育事業」という。）

及び保育標準時間内のうち保育短時間の認定を受けた児童の保育短時間を超えた保育需要への対応

（以下「短時間認定児童に係る延長保育事業」という。）（以下併せて 「補助事業」という。）に

要する経費について、予算の範囲内において、千葉市補助金等交付規則（昭和６０年千葉市規則第８

号。以下「規則」という。）、千葉市延長保育事業実施要綱（平成１４年４月１日施行。以下「延長

保育実施要綱」という。）及びこの要綱に基づき、当該社会福祉法人等に対し補助金を交付する。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、延長保育実施要綱に定

めるところによる。 

（１）社会福祉法人等 社会福祉法人及び千葉市私立保育所設置認可等要綱別表１「社会福祉法人以外の

者による保育所整備に係る設置主体適合条件」に適合する社会福祉法人以外の者をいう。 

（２）地域型保育事業 家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業をい

う。 

（３）地域型保育事業所 地域型保育事業を実施する事業所をいう。 

（対象児童） 

第３条 補助事業の対象児童は、次のとおりとする。 

（１）延長保育事業  延長保育実施要綱第３条に定める児童で、延長保育事業に関し当該社会福祉法人等

から承認を受け、かつ、実際に延長保育を利用した者 

（２）短時間認定児童に係る延長保育事業 延長保育実施要綱第３条に定める児童のうち、保育短時間の

認定を受けた児童で保育標準時間内に発生する延長保育に関し当該社会福祉法人等から承認を受け、

かつ、実際に延長保育を利用した者 

（従事者） 

第４条 補助事業の従事者は、延長保育実施要綱第６条に定める人数とする。 

（対象経費及び補助基準額） 

第５条 補助事業の対象経費及び補助基準額は、別表のとおりとする。 

２ 補助金の額は、別表により算出した補助基準額の１０分の１０以内とする。 

（交付申請） 

第６条 規則第３条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、千葉市地域型保育事業所延長

保育事業等補助金交付申請書（様式第１号）に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

（交付の条件） 

第７条 規則第５条の規定により附する条件は、次に掲げるとおりとする。 

（１）規則第４条の規定による交付決定によって生じる権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は市長

の承認を得ずに担保に供してはならないこと。 

（２）規則、延長保育実施要綱及びこの要綱を遵守すること。 



（交付決定通知） 

第８条 規則第６条の規定による交付決定通知は、千葉市地域型保育事業所延長保育事業等補助金交付決

定通知書（様式第２号）によるものとする。 

２ 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、千葉市地域型保育事業所延長保育事業等補

助金不交付決定通知書（様式第３号）により通知する。 

（分割払い） 

第９条 補助金は、交付決定額の範囲内において、補助金の額の確定前に交付することができる。 

２ 前項の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、千葉市地域型保育事業所延長保育事業

等補助金分割払い請求書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（月例報告） 

第１０条 事業所の長は、毎月１５日までに、前月分の延長保育事業等月例報告書（様式第５号）に必要

な書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

（交付決定の変更） 

第１１条 補助金の交付決定額の算定に係る基準数値の変更により補助金の交付決定額を変更する必要

 が生じたときは、千葉市地域型保育事業所延長保育事業等補助金変更交付申請書（様式第６号）に必要 

な書類を添付して、市長に補助金の交付の変更申請をしなければならない。 

２ 規則第４条及び第６条の規定は、前項の規定による補助金の交付の変更申請があった場合について準

用する。 

３ 市長は、交付決定を変更したときは、千葉市地域型保育事業所延長保育事業等補助金交付決定変更通

知書（様式第７号）により通知するものとする。 

４ 市長は、交付決定を変更することが不適当と認めたときは、千葉市地域型保育事業所延長保育事業等

補助金交付決定変更不承認通知書（様式第８号）により通知するものとする。 

（事業の廃止又は中止） 

第１２条 事業の完了前に当該事業を中止又は廃止しようとするときは、事前に市長と協議しなければな

らない。 

２ 前項の規定による協議が整ったときは、千葉市地域型保育事業所延長保育事業等廃止（中止）承認申

請書（様式第９号）を市長に提出することとする。 

３ 市長は、前項による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、千葉市地域型保育事業所延長保育事

業等廃止（中止）承認通知書（様式第１０号）により通知することとする。 

（決定の取消し） 

第１３条 次の各号に掲げる事由に該当するときは、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すこと

ができる。 

（１）偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき 

（２）補助金を事業目的外の用途に使用したとき 

（３）地域型保育事業の認可が取り消されたとき 

（４）その他補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、千葉市地域型保育事業所延長保育事業等補

助金交付決定取消通知書（様式第１１号）により通知することとする。 

（実績報告） 

第１４条 規則第１２条の規定により実績報告をしようとするときは、千葉市地域型保育事業所延長保育



事業等補助金実績報告書（様式第１２号）に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

（額の確定通知） 

第１５条 規則第１３条による通知は、千葉市地域型保育事業所延長保育事業等補助金額確定通知書（様

式第１３号）によるものとする。 

（補助金の請求） 

第１６条 規則第１６条第１項の規定により、補助金の交付の請求をしようとするときは、千葉市地域型

保育事業所延長保育事業等補助金差額請求書（様式第１４号）を、市長に提出するものとする。 

（補助金の精算） 

第１７条 当該社会福祉法人等は、規則第１３条の規定により確定した補助金額の精算をしようとすると

きは、千葉市地域型保育事業所延長保育事業等補助金精算書（様式第１５号）に必要な書類を添付して、

市長に提出しなければならない。 

（補助金の返還） 

第１８条 規則第１８条第１項又は第２項の規定による返還命令は、千葉市地域型保育事業所延長保育事

業等補助金返還命令書（様式第１６号）による。 

（委任） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、こども未来局長が定める。 

 

                                       

附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年９月１１日から施行し、平成２７年度の予算に係る補助金から適用する。 

  附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年９月２８日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和元年１２月５日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和２年５月２０日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年５月２１日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月３日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 



 別表 
 

 
対象経費 

補助事業に要する人件費、対象児童のための保育材料費等、管理

経費、その他市長が必要と認める経費とする。  

 

 

 

補 助 基 準

額 

１ 延長保育事業 

事業所が支出した対象経費から、事業所が保護者から徴収する延長保育に係る

保育料を差し引いた額と、（１）、（２）及び（３）の額を比較して少ない方の額 

  ただし、円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。 

（１）食事について、事業所内で調理する方法により提供する事業所及び、連

携施設又は給食搬入施設から食事を調理・搬入して提供する事業所（居宅訪問

型保育事業所を除く。） 

①家庭的保育事業所 

  定員４人以上 定員３人以下 

３０分延長 314,000円  161,000円  

１時間延長 627,000円  321,000円  

２～３時間延長 1,122,000円  587,000円  

４～５時間延長 2,792,000円  1,894,000円  

６時間延長 4,498,000円  3,238,000円  

②小規模保育事業所 

  A型 B型 C型 

３０分延長 764,000円 764,000円 764,000円 

１時間延長 1,641,000円 1,641,000円 1,641,000円 

２時間延長 2,088,000円 2,088,000円 2,088,000円 

３時間延長 2,198,000円 2,198,000円 2,198,000円 

４時間延長 5,045,000円 5,045,000円 5,023,000円 

５時間延長 5,072,000円 5,072,000円 5,050,000円 

６時間延長 5,907,000円 5,907,000円 5,886,000円 

③事業所内保育事業所 

  A型 B型 定員 20人以上 

３０分延長 716,000円 716,000円 880,000円 

１時間延長 1,527,000円 1,527,000円 2,057,000円 

２時間延長 1,947,000円 1,947,000円 3,197,000円 

３時間延長 2,057,000円 2,057,000円 3,417,000円 

４時間延長 4,686,000円 4,686,000円 6,436,000円 

５時間延長 4,713,000円 4,713,000円 6,491,000円 

６時間延長 5,490,000円 5,490,000円 7,658,000円 

 

（２）（１）以外の方法により食事を提供する事業所（居宅訪問型保育事業所

を除く。） 

①家庭的保育事業所 

  定員４人以上 定員３人以下 

３０分延長 306,000円  153,000円  

１時間延長 611,000円  306,000円  

２～３時間延長 1,070,000円  535,000円  

４～５時間延長 2,052,000円  1,155,000円  

６時間延長 3,454,000円  2,193,000円  



②小規模保育事業所 

  A型 B型 C型 

３０分延長 764,000円 764,000円 764,000円 

１時間延長 1,594,000円 1,594,000円 1,594,000円 

２時間延長 1,933,000円 1,933,000円 1,933,000円 

３時間延長 2,043,000円 2,043,000円 2,043,000円 

４時間延長 4,203,000円 4,203,000円 4,181,000円 

５時間延長 4,230,000円 4,230,000円 4,208,000円 

６時間延長 4,759,000円 4,759,000円 4,738,000円 

③事業所内保育事業所 

  A型 B型 定員 20人以上 

３０分延長 716,000円 716,000円 880,000円 

１時間延長 1,484,000円 1,484,000円 1,844,000円 

２時間延長 1,805,000円 1,805,000円 2,485,000円 

３時間延長 1,915,000円 1,915,000円 2,705,000円 

４時間延長 3,910,000円 3,910,000円 5,091,000円 

５時間延長 3,937,000円 3,937,000円 5,146,000円 

６時間延長 4,433,000円 4,433,000円 6,032,000円 

 

なお、時間の算出については、以下のとおりとする。複数の時間に該当する場合

は、最大時間とする。 

（ア）１時間延長は、保育標準時間を超えて１時間以上の延長保育を実施してお

り、延長時間内の１日当たり平均対象児童数が３人以上いること。 

（イ）２時間延長は、保育標準時間を超えて２時間以上の延長保育を実施してお

り、延長時間内の１日当たり平均対象児童数が３人以上いること。 

（ウ）３時間以上の延長は、（イ）と同様１時間毎に区分した延長時間以上の延

長保育を実施しており、当該延長時間内の平均対象児童数が３人以上いるこ

と。 

（エ）３０分延長は、（ア）～（ウ）に該当しないもので、保育標準時間を超え

て３０分以上の延長保育を実施しており、当該延長時間内の平均対象児童数

が１人以上いること。 

 

（３）居宅訪問型保育事業所 

   

３０分延長 153,000円  

１時間延長 306,000円  

２～３時間延長 535,000円  

４～５時間延長 898,000円  

６時間延長 1,261,000円  

なお、時間の算出については、以下のとおりとする。複数の時間に該当する場合

は、最大時間とする。 

（ア）１時間延長は、開所時間を超えて１時間以上の延長保育を実施しており、

年間利用日数（以下「年間延べ利用日数」という。）が26 日以上あるこ

と。 



（イ）２時間以上の延長は、（ア）と同様１時間毎に区分した延長時間以上の延

長保育を実施しており、当該延長時間内の年間延べ利用日数が26 日以上

あること。 

（ウ）30 分延長は、上記（ア）～（イ）に該当しないもので、開所時間を超え

て30分以上の延長保育を実施しており、当該延長時間内の年間延べ利用

日数が26 日以上あること。 

 

２ 短時間認定児童に係る延長保育事業 

 事業所が支出した対象経費から、事業所が保護者から徴収する額を差し引いた

額と、（１）又は（２）を比較して少ない方の額 

 ただし、円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。 

 

（１）家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所 

在籍する短時間認定児童数（年間平均）に以下の年額単価を乗じた額 

①家庭的保育事業所 

   

１時間延長 88,600円  

2時間延長 177,200円  

3時間延長 265,800円  

②小規模保育事業所 

  A型 B型 C型 

１時間延長 14,000円  14,000円  17,700円  

2時間延長 28,000円  28,000円  35,400円  

3時間延長 42,000円  42,000円  53,100円  

③事業所内保育事業所 

  A型 B型 定員 20人以上 

１時間延長 12,900円  12,900円  21,200円  

2時間延長 25,800円  25,800円  42,400円  

3時間延長 38,700円  38,700円  63,600円  

 

なお、時間の算出については、以下のとおりとする。複数の時間に該当する場合

は、最大時間とする。 

 （ア）１時間延長は、保育標準時間内で、事業所が設定した短時間認定児の処遇

を行う時間を超えて１時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内

の１日当たり平均対象児童数が１人以上いること。 

（イ）２時間延長は、保育標準時間内で、事業所が設定した短時間認定児の処遇

を行う時間を超えて２時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内

の１日当たり平均対象児童数が１人以上いること。 

（ウ）３時間延長は、保育標準時間内で、事業所が設定した短時間認定児の処遇

を行う時間を超えて３時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内

の１日当たり平均対象児童数が１人以上いること。 

 



（２）居宅訪問型保育事業所 
  

１時間延長 265,900円  

2時間延長 531,800円  

3時間延長 797,700円  

 

なお、時間の算出については、以下のとおりとする。複数の時間に該当する場合

は、最大時間とする。 

（ア）１時間延長は、開所時間内で、各施設等が設定した短時間認定児の保育を

行う時間を超えて１時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の

年間延べ利用日数が26 日以上あること。 

（イ）２時間以上の延長は、開所時間内で、（ア）と同様１時間毎に区分した延

長時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の年間延べ利用日数

が26 日以上あること。 

（ウ）開所時間を超えた延長は、標準時間認定と同様の取扱いとし、各時間帯に

おける年間延べ利用日数の算定については、短時間認定、標準時間認定そ

れぞれ算出すること。 

 

※１及び２ともに事業期間が６か月未満の施設にあっては、該当す

る１人（１事業）当たり年額に２分の１を乗じて得た額を基準額

とする。 

 

 

 

 


